～浄化槽の維持管理は法律で義務付けられています～
浄化槽の機能を十分に発揮するために、適正な維持管理にご協力ください

保守点検　浄化槽の機能を維持させるもの…毎年3回以上（浄化槽の種類、大きさにより異なる）
【（罰則）点検の実施命令に違反した場合】6月以上の懲役又は100万円以下の罰金

清　　掃　浄化槽の機能を維持させるもの…毎年1回以上（浄化槽の種類、大きさにより異なる）
【（罰則）点検の実施命令に違反した場合】6月以上の懲役又は100万円以下の罰金

法定検査　保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するもの…毎年1回
【（罰則）点検の実施命令に違反した場合】30万円以下の過料


また、浄化槽の使用を中止、休止している場合や管理者の住所、氏名等が変わってい
る場合は別添様式により提出願います。

問い合わせ先：湯梨浜町　町民生活課　環境住宅係
　　　　　　電話:　0858-35-5310　　　
MAIL：ychomin＠yurihama.jp　
